
ＰＴＡ総会 校長挨拶          

平成３１年２月１６日（土） 

 

本日は、お忙しいところ、授業参観、ＰＴＡ総会、学年懇談会にお集まりいただき

まして、ありがとうございます。都路で学校が再開し、間もなく５年が経過します。

保護者や地域の皆様のご理解とご支援により、充実した教育環境の中で、多様な教育

活動が展開できますことに、改めて感謝申し上げます。 

さて、今年度は、「自らの志を語り、目標に向かって主体的に努力できる生徒」の育

成を目指して、学校・家庭・地域が一体となって教育活動を展開して参りました。そ

の成果が、昨年にも増して生徒の姿に現れていることは、ご承知のとおりです。特

に、都路の特色や強みを生かしたイベントや部活動における活躍では、子どもたちが

地域に元気を与えてくれました。また、都路アカデミアが立ち上がり、地域と一体と

なって人材育成を推進できますことに、大きな可能性を感じております。「成功の反対

は、失敗ではない。成功の反対は、挑戦をしないことである。」という教育理念のも

と、チャレンジを繰り返し、失敗を糧に学ぶことのできる“たくましさ”を子どもた

ちには身に付けさせたいと考えておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたしま

す。 

また、先日は、後期の学校評価アンケートにご協力いただきまして、ありがとうご

ざいました。生徒や保護者の皆さんからの叱咤激励、そして多様な声にしっかりと耳

を傾けて、授業をはじめとする本校教育活動全体の質の向上を引き続き図って参りま

すので、ご理解の程よろしくお願いいたします。なお、後期の学校評価の結果につき

ましては、後日文書にてお知らせいたします。 

早いもので２月も半ばを過ぎ、今年度の授業日も、３年生は残り１７日、１・２年

生は残り２３日となりました。義務教育の総まとめの段階にある中学校での学びが充

実したものとなるように、都路中の特色ある教育活動の推進に、引き続きご支援をよ

ろしくお願いいたします。 

最後に、お知らせを一つ申し上げます。田村市教育委員会では、2020年度から実施

される新しい学習指導要領による教育活動の充実と、教職員の勤務時間の適正化を踏

まえた放課後の業務時間確保の観点から、田村市立小・中学校管理規則の一部改正を

行いました。内容は、４月の次年度から、夏季休業日が７月２７日から８月２４日ま

でに改められます。ちなみに、今年度までは、７月２１日から８月２４日までが夏季

休業日でした。夏季休業日が７月２７日から始まることに伴う対応や取組について

は、新年度に入ってから、改めてお伝えいたします。ご理解とご協力のほど、よろし

くお願いいたします。 


